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2026年度ベビーシッター割引券発行事業実施要項 

 

帝京大学では、仕事と育児の両立を支援するため、こども家庭庁（公益社団法人全国保育サービス協会に委託）が 

実施する「ベビーシッター派遣事業」を利用して、「ベビーシッター派遣事業割引券」を発行しています。 

 

Ⅰ. ベビーシッター割引券の発行 

【利用対象者】 

本学教職員（日本私立学校振興・共済事業団加入者に限る）である、対象児童の保護者 

  

【利用条件】 

・配偶者の就労、病気療養、求職活動、就学、職業訓練等により、又は、ひとり親家庭であることにより、 

サービスを利用しなければ就労すること（職場への復帰を含む※1）が困難な状況にあること 

・本学での勤務時間帯における利用であること 
※1「職場への復帰」のための利用については、要事前相談（年間利用枚数上限4枚）。 

 

【対象児童】 

・0歳から小学校3年生までの児童 

・健全育成上の世話を必要とする小学校6年生までの児童※2 

・「職場への復帰」のための利用の場合は、未就学児のみ対象 
※2身体障害者手帳、療育手帳の交付のある児童、その他地方公共団体が実施する障害児施策の対象である児童。 

 

【割引券対象サービス】 

  就労のために利用する以下のベビーシッター事業者が提供するサービス 

・家庭内における保育や世話（家庭外は利用不可） 

・家庭と保育等施設間の送迎（送迎のみの場合は利用不可） 

 

【割引金額】 

割引券1枚につき2,300円 

※割引券は利用料金が1回につき使用枚数×2,300円以上のサービスを対象とします。 

※「利用料金」とは『ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たるサービス提供対価のことをい

い、会費、交通費、キャンセル料、保育料等のサービス提供に付随する料金は含まない』とされています。ベビ

ーシッター事業者ごとに領収書等で表記の仕方が異なりますので、割引券の利用範囲につきましては、ご利用さ

れているベビーシッター事業者へご確認ください。 

 

【利用枚数制限】 

・対象児童1人につき、1日1回（1回あたり）2枚まで 

・1家庭につき、1ヵ月24枚、年度内150枚まで 

 

【割引券の有効期限】 

2026年4月1日～2027年3月31日（予定）※3 
※3予算状況により年度途中で交付枚数を制限・終了する場合があります。 

 

 

【割引券取扱い事業者】 

全国保育サービス協会が認定する「割引券取扱事業者」に限る 

※事前にベビーシッター事業者との契約（会員登録等）を利用対象者である本学の教職員名義で行ってください。 

 

【申請方法】 

申請者は、以下の【提出書類】を利用予定日の2週間前までに女性・研究者支援センターへ提出する 



 2 / 2 

 

【提出書類】 

1) ベビーシッター割引券申込書 

2) ベビーシッター事業者との利用契約書（利用申込書）の写し 

3) 申込者本人の勤務時間帯が確認できる書類（授業時間割、勤務担当表など） 

4) 配偶者に関する書類の写し 

・就労（休職中の利用は不可） … 例）就労証明書 

・病気療養中         … 例）診断書 

・求職活動中         … 例）セミナーや説明会等への参加、面接日等が確認できるメール 

・就学（休学中の利用は不可） … 例）在学証明書 

・ひとり親家庭        … 例）住民票 

5) 対象児童に関する書類の写し 

・母子手帳（出生届出済証明のページ）の写し 

・住民票等（親子関係および子の生年月日が記載された書類）の写し 

・小学校4年生～6年生の場合、身体障害者手帳、療育手帳等 

 

※当該年度の2回目以降の申込について 

1)「ベビーシッター割引券申込書」を利用予定日の2週間前までにセンターへ提出してください。2)～5) につい

ては、変更があった場合のみ提出が必要となります。 

 

【割引券の発行】 

申請内容および必要書類を確認後、申請者へメールにて割引券URL送付 

 

【割引券の利用方法】 

割引券URLの操作（利用方法）については、『割引券画面操作マニュアル』に沿って必要事項を入力し、手続き

を完了させてください 

 

Ⅲ. その他 

【留意事項】 

・多胎児家庭の場合、一部内容が異なりますので、事前にご相談ください。 

・割引券は、申込書に記載した利用日時にご利用ください。原則、異なる日時でのご利用はできません。 

 やむを得ず変更が生じる場合は、事前にセンターまでご連絡ください。1ヵ月以上ご利用がない場合、 

未使用券を返却いただく可能性がございます。 

・割引券を他人に貸与または譲渡することはできません。 

・割引券を紛失した場合の再発行はできません。 

・割引券は、所得税・個人住民税が非課税となります。 

  ・記載された個人情報等は、本事業の実施以外の目的には使用いたしません。 

 

【詳細】 

  公益社団法人全国保育サービス協会『ベビーシッター派遣事業割引券ポータルサイト』よりご確認ください。  

URL ：https://bs-ticket.jp/ 

 

【申込書送付・問い合わせ先】 

帝京大学先端総合研究機構 女性・研究者支援センター 

所在地：〒173-0003 東京都板橋区加賀2-21-1 

TEL  ：（外線）03-3964-8456 （内線）55140 

E-mail：women@teikyo-u.ac.jp 

URL  ：http://www.teikyo-u.ac.jp/affiliate/laboratory/support_center/ 
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